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衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
給
与
臨
時
特
例
法
に
よ
る
給
与
減
額
支
給
措
置
の
影
響
額
の
平
成
二
十
四
年
度
予
算
へ

の
反
映
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
。
以
下
「
給
与
改
定
特
例
法
」

と
い
う
。
）
に
よ
る
給
与
減
額
支
給
措
置
に
よ
り
、
俸
給
月
額
や
期
末
手
当
等
が
減
額
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
平
成
二
十
四

年
度
予
算
に
お
け
る
職
員
基
本
給
、
職
員
諸
手
当
、
超
過
勤
務
手
当
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
負
担
金
等
の
国
家
公
務
員
の

人
件
費
を
構
成
す
る
予
算
項
目
の
所
要
額
に
広
く
影
響
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
が
、
お
尋
ね
の
正
確
な
影
響
額
に
つ
い
て
は
、

防
衛
省
の
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
を
今
後
政
令
で
定
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
で
積
算
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
八
日
に
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
、
既
に
参
議
院
に
送
付
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
五
十
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
が
修
正
を

行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

一



政
府
と
し
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
、
国
会
に
お
い
て
一
刻
も
早
く
御
審
議
い
た
だ
き
、
今
年
度
内
に

成
立
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
今
般
成
立
し
た
給
与
改
定
特
例
法
に
よ
り
、
国
家
公
務
員
の
給
与
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
よ
り
特
例
減
額

さ
れ
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
給
与
の
過
払
い
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

以
上
の
こ
と
を
勘
案
し
、
政
府
と
し
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
給
与
減
額
支
給
措
置
に
よ
る
影
響
額
相
当
分
に

つ
い
て
は
、
同
年
度
末
の
決
算
に
お
い
て
不
用
と
し
て
計
上
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
同
年
度
内
に
補
正
予
算
が
編
成
さ
れ
る

場
合
に
は
、
補
正
予
算
に
お
い
て
減
額
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

二


